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　 　 　景観形成における推進方策

第１節　市民・事業者・行政の役割

市民・事業者・行政のそれぞれの役割を明確にすることで市民との共働による景観づくりを進
めるとともに、推進体制や本計画の運用などを示し、福岡らしい都市景観の形成に向けて取り組
みます。

市民の役割

市民や市民団体などは、日常生活や地域活動を通じて都市景観づくりに参加し、地域
全体で美しい街並みを守り育てる意識を持つことで、都市景観の形成に積極的に寄与
するものとします。
また、市が推進する景観づくりの施策に協力するものとします。

事業者の役割
事業者は、市民と同様に、地域社会の一員として、都市景観の形成に積極的に寄与す
るものとし、計画段階から都市景観への配慮を行うよう努めるものとします。
また、市が推進する景観づくりの施策に協力するものとします。

市の役割

市は、都市景観の形成を図るため、総合的な施策を実施し、実施にあたっては市民及
び事業者の意見、要望等が十分に反映されるよう努めるものとし、都市景観の形成に
先導的役割を果たすよう努めます。
また、市民及び事業者の都市景観に関する知識の普及と意識の高揚を図るため、必要
な措置を講じます。

市民 事業者

市

福岡らしい
魅力ある景観

の形成

福岡らしい
魅力ある景観

の形成
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第２節　推進体制

景観施策を推進するにあたっては、関係部局と十分な調整を図るとともに、市民や専門家の意
見を聴取する都市景観審議会、専門家の指導・助言を行う都市景観アドバイザー制度等を活用
しながら進めます。

１．都市景観審議会
福岡市では、豊かな自然と悠久の歴史に培われた福岡にふさわしい風格のある美しいまちづ

くりと市民文化の向上に資することを目的に「福岡市都市景観条例」を定め、良好な景観形成の
促進に取り組んでいます。

福岡市都市景観審議会は、福岡市都市景観条例第30条の規定に基づいて設置しており、市長
の諮問に応じ、都市景観の形成に関する事項を調査審議します。

２．屋外広告物審議会
福岡市では、良好な景観を形成し、公衆に対する危害を防止するため、看板（屋外広告物）を表

示・設置する際のルールとして、「福岡市屋外広告物条例」を定めています。
福岡市屋外広告物審議会は、屋外広告物の規格基準の変更や禁止地域の指定など、都市景

観の形成に関する事項を調査審議します。

３．都市景観アドバイザー制度
福岡市都市景観アドバイザー制度とは、福岡市都市景観条例第32条の規定により、行政、事業

者等が共働して地域の良好な景観形成を促進していくために、地域の中核となる施設やランド
マークとなる施設等で、都市デザイン、都市景観、建築意匠、緑化計画、広告デザイン等の専門家
の意見を聴くことが必要と判断される事案について、都市景観アドバイザー会議を開催し、専門
家による助言・指導を行っています。 

福岡市民ホール福岡市民ホール りすのこスクエアりすのこスクエア
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４．景観計画の運用・施策の更新
土地利用の変化、市民意識の高まり、景観に関わる技術革新など、良好な景観の形成に関する

環境の変化を踏まえ、適宜内容を検討し、必要に応じて施策の見直し検討などを行うものとしま
す。

施策の見直し等にあたっては、都市景観審議会の意見を聴きながら、計画の評価を行うPDCA
のサイクルに基づき行うものとします。

＜コラム＞　都市景観形成基金の活用

ふるさと納税でいただいた寄付等を活用し、都市景観賞等の市民・事業者
等の景観に関する意識高揚のための事業や、民間建築物の修景助成など、
良好な都市景観の形成を図る施策を推進します。
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景観計画策定、
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景観計画に基づく
施策の推進

都市計画審議会等
による施策の評価
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